
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
変
更
後
の
定
款
は
、
奈
良
県
く
ら
し
創
造
部
協
働
推
進
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
一
年
七
月
十
七
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
九
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
奈
良
難
病
連

三

代
表
者
の
氏
名

森
岡

和
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

奈
良
市
法
華
寺
町
二
六
五
ー
八

白
樺
ハ
イ
ツ
Ⅱ
一
〇
六
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
治
療
法
が
い
ま
だ
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
難
病
患
者
に
対
し
て
、
直
接
的
ま
た
は

間
接
的
に
支
援
を
し
、
難
病
患
者
が
社
会
へ
参
画
で
き
る
よ
う
支
援
活
動
を
す
る
と
共
に
、
難
病
に

関
し
て
の
正
し
い
知
識
や
情
報
を
提
供
す
る
事
業
を
行
い
、
社
会
に
難
病
に
対
す
る
理
解
を
広
め
る

こ
と
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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